
  

〔資料第 116〕 

水防倉庫及び備蓄資材（都第二建設事務所） 

 
（令和２年度東京都水防計画より） 

種別 
二子橋 

（世田谷区玉川 3－42） 

大型土のう袋（袋） 140 

土のう袋（袋） 15,600 

土のう留杭（L=1.2m）（本） 2,660 

軽量鋼板（L=1.8ｍ、W=40cm）（枚） 240 

シート（防水シート）（㎡） 2,280 

鉄線（♯10）（kg） 125 

縄（φ10 ㎜、化学繊維）（ｍ） 5,700 

ショベル（丁） 106 

ツルハシ（丁） 30 

掛矢（丁） 25 

鋸（丁） 17 

鉈（丁） 17 

一輪車（台） ２ 

木材（角材または丸材 L≒5.0ｍ程度）（㎥） 1.7 

杭（L≒1.5ｍφ48.6mm（外）） （本） 515 

番線カッター（丁） 21 

倉庫建設年度 平成 23 年度 

倉庫面積（㎡） 53.3 
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〔資料第 117〕 

水防本部・地域水防本部防災行政無線一覧 

 

本部名 班名 設置場所 固定呼出番号 車載呼出番号 

水防本部 災害対策班 災害対策課 100 114、115 

土木渉外・調査

班 

道路管理課 722 723、724 

土木統括・情報

班 

土木計画調整課 － 726、727 

土木対策班 世田谷土木管理事務

所 

728 729、730、731 

北沢土木管理事務所 732 733、734、735 

玉川土木管理事務所 736 737、738、739、

740 

砧土木管理事務所 741 742、743、744 

烏山土木管理事務所 745 746、747、748 

世田谷公園管理事務

所 

－ 717 

北沢公園管理事務所 － 718 

玉川公園管理事務所 － 719 

砧公園管理事務所 － 720 

烏山公園管理事務所 － 721 

土木対策機動

班 

みどり政策課 － 716 

交通政策課 － 725 

地域水防本部 地域総務班 世田谷・地域振興課 201 202 

北沢・地域振興課 301 302、303 

玉川・地域振興課 401 402 

砧・地域振興課 501 502 

烏山・地域振興課 601 602、603 
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〔資料第 118〕 

大雨及び洪水警報・注意報発表基準 

出典：気象庁ホームページ 

 令和２年 10月１日現在 

○ 本表は、気象・高潮・波浪・洪水に関する警報・注意報の発表基準を一覧表に示したも

のである。 

○ 警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、

災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本

表の基準に達すると予想される市町村等に対して発表する。 

○ 大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、

風雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略し

た。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。

なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

○ 表中において、対象の市町村等で現象が発現しない警報・注意報についてはその欄を斜

線で、また現象による災害が極めて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な

基準を定めていない警報・注意報（洪水を除く。）についてはその欄を空白で、大雨警報・

注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複合基準のうち基

準を定めていないもの、または、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない

場合についてはその欄を“－”で、それぞれ示している。 

○ 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水

害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基

準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表するため、

大雨警報の欄中、（浸水害）は「大雨警報（浸水害）」、（土砂災害）は「大雨警報（土

砂災害）」の基準をそれぞれ示している。 

○ 大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。 

○ 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村

等の域内における基準の最低値を示している。 

○ 洪水の欄中、｢○○川流域=10.5｣は、｢○○川流域の流域雨量指数10.5 以上｣を意味する。 

○ 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、本

表には主要な河川における代表地点の基準値を示している。 

○ 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域

雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。 

○ 洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報にお

いては「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警

戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、

洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしてい

る場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 
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〔資料第 118〕 

大雨及び洪水警報・注意報発表基準 

出典：気象庁ホームページ 

 令和２年 10月１日現在 

○ 本表は、気象・高潮・波浪・洪水に関する警報・注意報の発表基準を一覧表に示したも

のである。 

○ 警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、

災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本

表の基準に達すると予想される市町村等に対して発表する。 

○ 大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、

風雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略し

た。また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。

なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

○ 表中において、対象の市町村等で現象が発現しない警報・注意報についてはその欄を斜

線で、また現象による災害が極めて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な

基準を定めていない警報・注意報（洪水を除く。）についてはその欄を空白で、大雨警報・

注意報の土壌雨量指数基準及び洪水警報・注意報の流域雨量指数基準、複合基準のうち基

準を定めていないもの、または、洪水警報・注意報の基準となる洪水予報指定河川がない

場合についてはその欄を“－”で、それぞれ示している。 

○ 大雨警報については、表面雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（浸水

害）」、土壌雨量指数基準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基

準に達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」として発表するため、

大雨警報の欄中、（浸水害）は「大雨警報（浸水害）」、（土砂災害）は「大雨警報（土

砂災害）」の基準をそれぞれ示している。 

○ 大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。 

○ 大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村

等の域内における基準の最低値を示している。 

○ 洪水の欄中、｢○○川流域=10.5｣は、｢○○川流域の流域雨量指数10.5 以上｣を意味する。 

○ 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点に設定しているが、本

表には主要な河川における代表地点の基準値を示している。 

○ 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数，流域

雨量指数）の組み合わせによる基準値を示している。 

○ 洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報にお

いては「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警

戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、

洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしてい

る場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 
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世田谷区 

府県予報区 東京都 

一次細分区域 東京地方 

市町村等を 
まとめた地域 

２３区西部 

警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 22 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 177 

洪水 

流域雨量指数基準 
丸子川流域=3.9，呑川流域=4.9，蛇崩川流域=7.9，烏

山川流域=8.4，北沢川流域=8.5 

複合基準＊1 
仙川流域=（9，10.9），呑川流域=（9，4），烏山川流域

=（9，7.5），北沢川流域=（9，7.6） 

指定河川洪水予報 

による基準 

多摩川［石原・田園調布（上）］，野川・仙川［大沢池

上・鎌田橋野川・鎌田橋仙川］ 

暴風 平均風速 25m/s 

暴風雪 平均風速 25m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10cm 

波浪 有義波高 
 

高潮 潮位 
 

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 12 

土壌雨量指数基準 125 

洪水 

流域雨量指数基準 

野川流域=12，仙川流域=9.7，丸子川流域=3.1，呑川

流域=3.9，蛇崩川流域=6.3，烏山川流域=6.7，北沢川

流域=6.8 

複合基準＊1 

多摩川流域=（10，57），野川流域=（6，11.5），仙川流

域=（6，8.3），丸子川流域=（6，2.2），呑川流域=（6，

3.6），蛇崩川流域=（6，6.3），烏山川流域=（6，5.4），

北沢川流域=（6，6.8） 

指定河川洪水予報 

による基準 
多摩川［田園調布（上）］ 

強風 平均風速 13m/s 

風雪 平均風速 13m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 5cm 

波浪 有義波高 
 

高潮 潮位 
 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 
 

濃霧 視程 100m 

乾燥 最小湿度 25%で実効湿度 50% 

なだれ 
 

低温 

夏期（平均気温）：平年より5℃以上低い日が3日続いた後、さらに2日以上 

続くとき 

冬期（最低気温）：-7℃以下、多摩西部は-9℃以下 

霜 4 月 10 日～5 月 15 日 最低気温 2℃以下 

着氷・着雪 大雪警報の条件下で気温が-2℃～2℃の時 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 
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〔資料第 119〕 

洪水予報伝達系統図・連絡先（国管理河川） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機関名 
無線番号 ＮＴＴ回線 

ＴＥＬ ＦＡＸ ＴＥＬ ＦＡＸ 

関東地方整備局災害対策室 6391、6392 2939 048-600-1419 048-600-1420 

 

都建設局河川部防災課 70972,70983 70071,70098 03-5320-5435 03-5388-1535 

 都第二建設事務所 75511 75502 03-3774-6658 03-3774-0328 

京浜河川事務所災害対策室 772-591～594 772-550～551 045-503-4054 045-503-3174 

 田園調布出張所 772-6325 772-6340 03-3721-4288 03-3721-4289 

 

都総務局 

総合防災部 

昼 70227 70013 03-5388-2456 03-5388-1260 

夜 70349 70023 03-5388-2459 03-5388-1958 

 世田谷区（水） - - 03-5432-2580 03-5432-3026 

 世田谷区（避） 74111 74101 03-5432-2262 03-5432-3014 

※避…避難勧告等発令担当部署／水…水防担当部署 
 

 

 

気
象
庁 

都総務局 
総合防災部 

庁
内
電
話 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局 

共
同
発
表 

都建設局 
河川部 

ＦＡＸによる伝達 

受令確認（電話）

システム又は 

ＦＡＸによる伝達 

受令確認 

都第二 
建設事務所 

ＦＡＸによる伝達 

受令確認（電話）

世田谷区

ＦＡＸによる伝達 

受令確認（電話）

関東地方整備局 
京浜河川事務所 

ＦＡＸによる伝達 

受令確認（電話）

基本系：情報伝達の第一系統 

補助系：確実な伝達を図るための第二系統 
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〔資料第 119〕 

洪水予報伝達系統図・連絡先（国管理河川） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機関名 
無線番号 ＮＴＴ回線 

ＴＥＬ ＦＡＸ ＴＥＬ ＦＡＸ 

関東地方整備局災害対策室 6391、6392 2939 048-600-1419 048-600-1420 

 

都建設局河川部防災課 70972,70983 70071,70098 03-5320-5435 03-5388-1535 

 都第二建設事務所 75511 75502 03-3774-6658 03-3774-0328 

京浜河川事務所災害対策室 772-591～594 772-550～551 045-503-4054 045-503-3174 

 田園調布出張所 772-6325 772-6340 03-3721-4288 03-3721-4289 

 

都総務局 

総合防災部 

昼 70227 70013 03-5388-2456 03-5388-1260 

夜 70349 70023 03-5388-2459 03-5388-1958 

 世田谷区（水） - - 03-5432-2580 03-5432-3026 

 世田谷区（避） 74111 74101 03-5432-2262 03-5432-3014 

※避…避難勧告等発令担当部署／水…水防担当部署 
 

 

 

気
象
庁 

都総務局 
総合防災部 

庁
内
電
話 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局 

共
同
発
表 

都建設局 
河川部 

ＦＡＸによる伝達 

受令確認（電話）

システム又は 

ＦＡＸによる伝達 

受令確認 

都第二 
建設事務所 

ＦＡＸによる伝達 

受令確認（電話）

世田谷区

ＦＡＸによる伝達 

受令確認（電話）

関東地方整備局 
京浜河川事務所 

ＦＡＸによる伝達 

受令確認（電話）

基本系：情報伝達の第一系統 

補助系：確実な伝達を図るための第二系統 
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〔資料第 120〕 

洪水予報伝達系統図・連絡先（都管理河川） 

 

野川・仙川洪水予報 

  

 

※避…避難勧告等発令担当部署

水…水防担当部署 
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〔資料第 121〕 

水防警報伝達系統図・連絡先 

 

多摩川水防警報（田園調布上） 
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〔資料第 121〕 

水防警報伝達系統図・連絡先 

 

多摩川水防警報（田園調布上） 
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〔資料第 122〕 

水門・陸閘等の一覧 

(令和２年４月１日現在) 

番
号

名称 位置 構造 門扉
管理者
（所有者）

1
樋管・樋門
（水門）

宇奈根排水樋門
宇奈根２－２
先

電動操作
動力操作
（手動）

鉄製扉捲上式
内法　2.5ｍ
高さ　2.8ｍ

土木部工事第二課
（下水道局）

2 谷川排水樋門 玉川３－25先
電動操作
動力操作
（手動）

鉄製扉捲上式
２連

内法　3.7ｍ
高さ　3.0ｍ

土木部工事第二課
（下水道局）

3 新玉川排水樋管 玉川１－６先

常用：
内外水位差
（自動）
非常用：
油圧開閉
（手動）

ステンレス製
オートゲート
　　　　１門

内法　1.0ｍ
高さ　1.0ｍ

土木部工事第二課
（国土交通省）

4 下野毛排水樋門 野毛２－30先
電動操作
動力操作
（手動）

鉄製扉捲上式
内法　3.5ｍ
高さ　2.7ｍ

土木部工事第二課
（下水道局）

5 玉川排水樋管 野毛１－１先
電動操作
動力操作
（手動）

鉄製扉捲上式
２門

内法　5.0ｍ
高さ　4.7ｍ

土木部工事第二課
（国土交通省）

6 等々力排水樋門 玉堤１－21先
電動操作
動力操作
（手動）

鉄製扉捲上式
内法　3.3ｍ
内径　400㎜
高さ　2.4ｍ

土木部工事第二課
（下水道局）

7 上沼部排水樋門
電動操作
動力操作
（手動）

大田区
（下水道局）
＊ゲートポンプは下水
道局管理

8 陸閘 久地陸閘 鎌田１－４先 手動
強化プラスチ
ック製角落
　　　　16本

内法　2.7ｍ
高さ　1.5ｍ

土木部工事第二課
（国土交通省）

9 玉川西陸閘 玉川１－９先 手動

強化プラスチ
ック製角落
19本
（10×12㎝）

内法　3.6ｍ
高さ　2.3ｍ

土木部工事第二課
（国土交通省）

10 玉川東陸閘 玉川１－８先 手動

中柱　　１本
強化プラスチ
ック製角落
　　　　42本
支柱　　１本
（10×12㎝）

内法　5.5ｍ
高さ　2.5ｍ

土木部工事第二課
（国土交通省）

 

【丸子川】

11 明神池余水吐 野毛３－８先 （手動） 木製扉捲上式
内法　1.1ｍ
高さ　2.1ｍ

土木部工事第二課
（世田谷区）
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【野川】

12
野川
第６７号ポンプ

喜多見３－１先
電動
（自動）

11kwポンプ
　　　　２台

土木部工事第二課
（世田谷区）

13
野川
第６１号ポンプ

鎌田４－１先
電動
（自動）

11kwポンプ
　　　　２台

土木部工事第二課
（世田谷区）

14
野川下水
第７１号ポンプ

鎌田１－20先

電動
（自動）
エンジン
（手動）

18.5kwポンプ
　　　　２台
　　　　１台

下水道局

15
野川下水
第７２号ポンプ

鎌田１－17先
電動
（自動）

22kwポンプ
　　　　２台

下水道局

16
野川下水
第７３号ポンプ

鎌田１－７先
電動
（自動）

15kwポンプ
　　　　２台

下水道局

ポンプ施設

 

【仙川】

17 ポンプ施設
仙川
送水ポンプ

鎌田３－13先
電動
（自動）

2.2kwポンプ
　　　　２台

土木部工事第二課
（建設局）

 

【区管理道路】

18 水門 大蔵水神様際水門 大蔵６－１先 手動

鉄製扉捲上式
　　　　１門
木製止水板
　　　　３枚

幅　 0.75ｍ
高さ 0.35ｍ

土木部工事第二課
（世田谷区）
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